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          こんにちは。 

          こちらは、滋賀県 食品安全監視センターです。 

 

                    ☆ 今回の配信が、記念すべき 100 号となりました！！☆ 

 

          平成 17 年 5月に第 1号を配信してから長きにわたりご愛読い 

          ただき、おかげさまで 100 号を迎えることができました。 

           

                    今年度は、食品表示法の施行や廃棄食品の横流し問題など、 

          食品に関連する様々な出来事がありました。 

          内閣府が昨年 11 月に公表した「消費者行政の推進に関する 

          世論調査」結果では、消費者問題の関心分野（複数回答） 

          では「食品の安全性」が 64.8％で最多となったそうです。 

           時代の変化や消費者の食品に対する意識の高まりにより、 

                    食品衛生に関する課題も変化していきます。 

           

                   『ぷちリス』においても、その変化に沿う内容を配信して 

                    いけるよう努めたいと思います。 

          これからも、ご愛読どうぞよろしくお願いします。 
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（１）新しくなったセーフードしが（S-HACCP）の認証状況等について  

 

     

    平成 27 年 4月からセーフードしが（S-HACCP）が新しくなったことについては、すでにぷちリ 

   ス Vol.95 号でお知らせしていますが、再度セーフードしが認証制度について、経緯と現在の認 

   証状況などについてお伝えします。 

 

   

 ☆セーフードしがの経緯☆ 

  ○平成１８年４月  ～S-HACCP の創設～ 

   食品営業者による自主的な衛生管理の高度化を図るため、最も有効な衛生管理手法とされてい 

   る HACCP（ハサップ）の理念を取り入れた独自の食品自主衛生管理認証制度（通称：S-HACCP） 



   を創設しました。 

 

  ○平成２１年１２月  ～条例に基づく認証制度へ～ 

   S-HACCP は、「滋賀県食の安全・安心推進条例」に定める高度な衛生管理が行われる工程の認 

   証制度（愛称：セーフードしが）へ継承されました。 

   

  ○平成２６年５月  ～HACCP 導入型基準が示される～ 

   厚生労働省から「将来的な HACCP による工程管理の義務化を見据え」と前置きをしたうえで 

   「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドライン）について」におい 

    て『HACCP 導入型基準』が示されました。 

   

  ○平成２７年４月１日  ～新しい「セーフードしが」へ生まれ変わる～ 

   セーフードしがの認証基準を『HACCP 導入型基準』の要求事項に合致するよう改正を行い、平 

   成２７年４月１日から『滋賀県食品高度衛生管理認証』として生まれ変わりました。 

 

 

     

 ☆変更概要☆ 

  ○改正１ 認証の名称が変わりました！ 

   認証名が「食品自主衛生管理認証」から「食品高度衛生管理認証」となり、認証書の様式に、 

   危害要因分析・重要管理点方式（HACCP）による衛生管理が行われる工程である旨が記載され 

   ます。 

 

   →セーフードしがの認証を受けていることは、国が求めるＨＡＣＣＰ導入型基準を満たして 

    います！！ 

    

   

  ○改正２ 認証の対象行為が、「製造」と「加工」 から 「調理」 にも拡大されました！ 

    ・「調理」行為として、新たに学校給食や配食弁当、旅館・ホテル等の大量調理施設への 

     HACCP の導入と認証が期待されます。 

    ・これに伴い、食品衛生上の表示が不要な食品については、表示に関する認証基準を免除 

     する規定を設けられ、表示のない中間製品等も認証対象とできるようになりました。 

 

   →平成２８年３月の認証において、この度、3つの旅館・ホテルが HACCP 導入に取り組まれ、 

    飲食店として初めてセーフードしが認証が認められました！！ 

 

 

  ○改正３ 認証基準の用語および定義が「HACCP 導入型基準」に統一されました！ 

      用語（旧）    用語（新）     定義（新） 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  危害の防止措置   危害の管理措置    食品衛生上の危害の原因となる物質による危害 

                       の発生を防止するための措置 

  モニタリング    モニタリング     管理措置について、実施状況を連続的または相 

                       当の頻度の確認 

  重要工程      重要管理点      管理措置について、モニタリングを必要とする 

                       もの 

  独自設定基準    管理基準       危害の原因となる物質を許容限度まで低減し、 

                       または排除するための基準 

  改善措置      改善措置       モニタリングにより管理措置が適切に講じられ 

                       ていないと認められたときに講ずべき措置 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

   ○改正４ 危害要因リストの作成！  

     あらかじめ認証基準に示された「重要工程」が削除され、事業者自ら「危害要因リスト」 

     を作成し、重要管理点を定める基準が新設されました。 

   

  【危害要因リストに記載すべき事項】 

   ① 製造等の工程ごとに発生するおそれのある全ての危害の原因となる物質 

   ② ①の各物質が、健康に悪影響を及ぼす可能性および製品の特性等を考慮して、 

     食品衛生上の危害の原因となる物質であるか否かの別およびその根拠 

   ③ 危害が発生するおそれのある工程ごとに、②で特定された危害の管理措置 

   ④ 重要管理点か否かの別 

   ⑤ 重要管理点を定めない場合は、その理由 

 

  

 ☆経過措置☆ 

  ・平成 27 年 3月 31 日までに取得された認証は、認証書に記載された有効期間に関わらず、有効期 



   間が一律に平成 30 年 3月 31 日まで延長されます。 

  ・旧認証に対しては、この経過措置期間は、改正前の規則が適用されることになります。 

 

 

 ☆セーフードしが認証取得状況（平成 28 年 3月 24 日現在）☆ 

  平成 28 年 3月 24 日時点で認証を取得されている施設数は次のとおりです。 

  なお、平成 28 年 3月に新たに認証を取得された施設名等は次の項に記載しています。 

 

   ○旧認証（滋賀県食品自主衛生管理認証）施設数：65 施設 

 

   ○新認証（滋賀県食品高度衛生管理認証）施設数：77 施設 

 

    

 ☆お願い  

  ・旧認証は、なるべく早く 新基準による認証へ移行申請をしてください。 

  ・旧認証は、平成 30 年 3月 31 日までに新認証基準に適合するよう「危害要因リスト」の作成等を 

   行い、新認証基準に基づく認証への移行を申請しないと、認証が自動消滅しますのでご注意 

   ください。   

  ・移行認証や危害要因リストの作成方法など、ご不明の点は食品安全監視センターまでご相談 

   ください。 
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（２）「セーフードしが 導入ハンドブック」ができました！ 

 

    

   危害要因リストの作成方法等を追記し、新認証基準について解説した滋賀県高度衛生管理認証 

   「セーフードしが 導入ハンドブック」ができました！！ 

    

   「セーフードしが 導入ハンドブック」の配布をご希望の方は、食品安全監視センター（下記） 

   まで、ご連絡お願いします。 

 

      また、滋賀県食品安全監視センターのホームページに掲載していますので、新しくなったセー 

   フードしがの認証を取得予定の方は、参考にしていただければ幸いです。 

 

  

   

   ☆ハンドブックご希望の方は、こちらへ連絡お願いします 

        ご連絡いただく際に、郵送先の郵便番号、ご所属名、ご担当者名をお伝えください。 

      ↓  ↓  ↓ 

    連絡先：滋賀県食品安全監視センター 

     電話 ：０７７－５３１－０２４８ 

    メール：shokuhin@pref.shiga.lg.jp 

 

    

   ☆セーフードしが 導入ハンドブック掲載ホームページ 

    （滋賀県食品安全監視センターホームページ内） 

      ↓  ↓  ↓ 

   http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/237shokuhinkoudoeiseikanri.html  
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（３）滋賀県食品高度衛生管理認証（セーフードしが）認証情報 

 

   

    国際的に認められた HACCP 手順に準拠した新認証基準による「食品高度衛生管理認証」に適合し、 

  飲食店として初めてセーフードしが認証が認められました 3つの旅館・ホテルを含む下記の営業者、 

  22 業種が平成 28 年 3月 24 日にセーフードしが施設として新たに認証されました。 

 

   

  ① 施設名 ：  びわ湖花街道 



    所在地 ： 大津市雄琴一丁目１－３ 

    業 種 ： 飲食店営業 

 

  ② 施設名 ： 湯元舘 

    所在地 ： 大津市苗鹿二丁目３０－７ 

    業 種 ： 飲食店営業 

 

  ③ 施設名 ： ビジネスグリーンホテル日野 

    所在地 ： 蒲生郡日野町松尾二丁目１６ 

    業 種 ： 飲食店営業 

   

  ④ 施設名 ： 日本酪農協同株式会社滋賀工場 

    所在地 ： 大津市あかね町３－１ 

    業 種 ： 乳処理業、清涼飲料水製造業 

 

  ⑤ 施設名 ： 田中牧場 

    所在地 ： 東近江市外町５９４ 

    業 種 ： 乳処理業、乳製品製造業 

 

  ⑥ 施設名 ： 本間牛乳  

    所在地 ： 近江八幡市安土町下豊浦８２８９  

    業 種 ： 乳処理業、乳製品製造業 

 

  ⑦ 施設名 ： 大吉商店株式会社 

    所在地 ： 高島市安曇川町田中２５２ 

    業 種 ： 食品の冷凍または冷蔵業 

 

  ⑧ 施設名 ： エスフーズ株式会社 京滋営業所 

    所在地 ： 大津市松が丘六丁目６－３ 

    業 種 ： 食肉処理業 

   

  ⑨ 施設名 ： 丸和油脂株式会社滋賀工場 

    所在地 ： 東近江市永源寺相谷町５０１ 

    業 種 ： ソース類製造業 

 

  ⑩ 施設名 ： 株式会社 鮎家 

    所在地 ： 野洲市吉川４１８７ 

    業 種 ： そうざい製造業（レトルト食品） 

 

  ⑪ 施設名 ： 株式会社ライフ 

    所在地 ： 米原市高溝２３６－８ 

    業 種 ： 食品添加物製造業 

 

  ⑫ 施設名 ： 株式会社ジャテックス 長浜工場 

    所在地 ： 長浜市川道町７５９－８ 

    業 種 ： 清涼飲料水製造業 

 

  ⑬ 施設名 ： 日新製薬株式会社  

    所在地 ： 甲賀市水口町宮の前２－６２ 

    業 種 ： 清涼飲料水製造業 

 

  ⑭ 施設名 ： アクアボトリング鈴鹿工場 

    所在地 ： 東近江市市ヶ原町１８４－１ 

    業 種 ： 清涼飲料水製造業 

 

  ⑮ 施設名 ： 島本微生物工業株式会社 

    所在地 ： 甲賀市水口町本丸１－２３ 

    業 種 ： 清涼飲料水製造業 

 

  ⑯ 施設名 ： 雄山株式会社 彦根工場 

    所在地 ： 彦根市野瀬町１２８ 

    業 種 ： 清涼飲料水製造業 

 

  ⑰ 施設名 ： クオリテックファーマ株式会社 滋賀工場 

    所在地 ： 野洲市三上２１９５－１ 

    業 種 ： 清涼飲料水製造業 

 



  ⑱ 施設名 ： 伊丹製薬株式会社 

    所在地 ： 高島市今津町下弘部２８０ 

    業 種 ： 清涼飲料水製造業 

 

 

  ⑲ 施設名 ： 株式会社種新 

    所在地 ： 甲賀市水口町八田９２７－３ 

    業 種 ： 食品製造業（最中種） 

 

 

  ☆認証書交付式の様子は滋賀県の公式 facebook（下記）でも記載しています 

    ↓  ↓  ↓ 

  facebook：https://www.facebook.com/pref.shiga  

    

   

 

  旧基準による「食品自主衛生管理認証」を受けている施設にあっては、これまでの基準をステ 

  ップとして、新基準による認証へ移行し、更なる衛生レベルの向上に努めていただきますよう 

  よろしくお願いいたします。 

  

 

 「滋賀県食品高度衛生管理」認証施設は下記アドレスに掲載しています。 

        ↓ 

   http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/koudoeiseikannrininsyousisetu.html 
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（４）HACCP 義務化に向けての動き(情報提供） 

 

   将来的な HACCP による工程管理の義務化を見据え、3月 7日に HACCP の制度化による我が国の食 

  品衛生管理の国際標準化を進めるための制度の枠組み等について検討する「食品衛生管理の国 

  際標準化に関する検討会」が開催されました。 

   検討会は約 7回開催し、「海外の HACCP 制度化の状況」、「HACCP 用語の整理」、「日本発の民 

  間の規格・認証スキームについて」、「事業者からのヒアリング、討議」などを経て平成 28 年 

  12 月を目途に検討会報告書がとりまとめられる予定となっています。 

 

   

 

     【食品衛生管理の国際標準化に関する検討会】掲載 HP（厚生労働省 HP 内） 

         ↓  ↓  ↓ 

      http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000115137.html 
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（５）ＨＡＣＣＰチャレンジ事業について  

 

    ぷちリス Vol.98 においても紹介しましたが、厚生労働省では、世界的にも推奨されている食 

   品の衛生管理手法である「HACCP」の普及を推進しており、平成 27 年 12 月に「HACCP チャレンジ 

   事業」が立ち上げ、本事業に参加される食品等事業者の募集を開始しています。 

 

 

   ☆平成 28 年 3月 24 日現在、88 施設が HACCP チャレンジ事業に参加されウェブサイトに掲載され 

    ています。 

    セーフードしが認証を取得されている事業者の方々も、ぜひ参加をご検討ください！！  

 

   

    本事業は、HACCP に取り組む食品等事業者の情報をウェブサイトに掲載する事業です。 

    ウェブサイトで掲載することにより、自ら積極的に策定、実行している HACCP による衛生管理 

   の取組を応援し、HACCP 導入の輪を全国に広げるとともに、消費者をはじめ多くの方々に広く HA 

   CCP を知っていただくことを目的としており、本年 11 月から HACCP に取り組む食品等事業者の方々 

   の情報をウェブサイトで公表しています。 

 



 

    ○ 参加資格（①～③までまたは①、②および④の要件を満たす事業者） 

      ①食品等事業者であること 

      ②HACCP による衛生管理に継続的に取り組んでいること 

      ③HACCP 自主点検票※（一般食品用の自主点検票／と畜場・食鳥処理場向け自主点検票） 

            を用いて、HACCP を構成する手順１から手順 12 の適応を自主的に確認している（全て 

            のチェック項目について、評価が「○」である） こと 

     ④都道府県、保健所設置市若しくは特別区又は地方厚生局の食品衛生主管部局において 

      HACCP による衛生管理の実施が確認されていること 

 

          ※HACCP 自主点検票は、食品等事業者が自ら HACCP の適応を確認するためのものであり、 

       第３者による評価を必要とするものではありません。  

 

 

    参加方法等の詳細については、厚生労働省の下記ホームページをご覧ください。 

 

       【HACCP チャレンジ事業】 

           ↓ ↓ 

     https://www.n-shokuei.jp/haccp/ 

 

 

 

 

≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫ 

  食品安全監視センターの所在地・連絡先  

   〒５２０－０８３４  

     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  

      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  

      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    

      Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

       http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  

     

   ≪交通案内≫  

     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  

     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

      「晴嵐」交差点の角（ちなみに周辺は近江八景の一つ「粟津の晴嵐」です。） 

    

           

 ◆───―――――――――－- -  -通信編集担当より-  - - -－―――――――――───◆ 

                

 

       ()         今年も一年、『ぷちリス』をご愛読いただき、ありがとうござい 

       ｗ  ()    ました。  

     () ｗ  ｗ      

     ｗ ｗ  ｗ    これからも、ご愛読どうぞよろしくお願いします。 

   """""""""""""""""""   

     『つくし』       

                                

 

      みなさまからのご意見・ご感想を下記アドレスまでお寄せください。 

     （皆様の送付先のアドレスが変更になった場合等もお知らせください） 

                  

              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

      また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページ  

      の「食の安全情報」にアクセスしてください。 

                   ↓  ↓  ↓  

           http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/index.html 

 

 

       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 

                        ↓  ↓  ↓ 

        http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 

      

 ◆───―――――――――――――――――――――――――――――――――――――───◆  

 


